
様式第二号の八(第八条の四の五関係）
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秋田県知事 殿

産業廃棄物処理計画書

提出者

令和2年6月30日

住所仙台市青葉区二日町1－27

氏名鹿島建設株式会社東北支店

常務執行役員支店長勝治博

（法人にあっては、名称及び代表者の氏名）

電話番号022-261-9221（安全環境部）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第9項の規定に基づき、産業廃棄物の減量その他
その処理に関する計画を作成したので、提出します。

事業場の名称 鹿島建設株式会社東北支店

事業場 の所在地 仙台市青葉区二日町1－27

計画期間 令和2年4月1日～令和3年3月31日

当該事業場において現に行っている事業に関する事項

①事業 の種類

②事業 の規模

総合工事業

令和元年度完成工事高1,432億円（東北支店管内）



(第2面）
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産業廃棄物の処理に係る管理体制に関する事項

(管理体制図）

＊別紙1「環境管理推進体制と担当者の役割｣－

産業廃棄物の排出の抑制に関する事項

‐②計画

’

’

【前年度（令和元年度）実績】

＊別紙4「産業廃棄物の排出量及び委託量の現状と計画」

==二＝
(これまでに実施した取組）

最終処分率3％（最終処分量÷建設副産物発生量）を目標として全社

的にゼロエミッション活動を推進する。

環境負荷の小さい資材・工法・技術の採用を進める、グリーン調達へ

の取組を推進する。

＊別紙2「ゼロエミッション活動」

＊別紙3「グリーン調達」

【目標】
坐EII虫匹／I「壼窒匪奉ﾉ駒イハ員上LLl畠鵡プ瞳禾華長手rn

(今後実施する予定の取組）

現状と計画」

引き続き、ゼロエミッション活動、グリーン調達を展開する。

t

①現状

産業廃棄物の種類 別紙4
－

排 出量 t

産業廃棄物の分別に関する事項

①現状

②計画

(分別している産業廃棄物の種類及び分別に関する取組）

①産業廃棄物の品目ごとの収集・分別を推進

②各種スクラップ、段ボール等を有価物として搬出

③特定建設資材の分別解体・再資源化徹底

④①～③による3Rの推進

⑤その他、関係法令の遵守

(今後分別する予定の産栗廃乗物の種類及び分別に閨する取組ノ

引き続き、現場単位での細かな分別を行う。

コンクリートがら・アスファルトがら・木ぐず・段ボール・スクラッ

プ・紙くず・廃プラスチック類・廃石膏ボードについては分別を必須

とする。

優良産業処理業者認定制度を活用し、リサイクル率の高い優良な産廃

処理業者への処理委託も検討することで、循環型社会の形成に寄与し

ていく 。
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(第3面）

自ら行う産業廃棄物の再生利用に関する事項

【前 年度 （年度）実績】

①現状 1一二三ﾄー
(これまでに実施した取組）

’【目標】

産業廃棄物の種類
－

自ら再生利用を行う

②計画
産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組）

自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項

①現状

’②計画

’

【前年度（年度）実績】

(これまでに実施した取組）

【目標】 ■■■■■■

産業廃棄物の種類

自ら熱回収を行う

産業廃棄物の量

自ら中間鯉|こより蝿する

産業廃棄物の量

(今後実施する予定の取組）

一

一

- t -t

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■

- t -t

-t -t

『
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(第4面）

自ら行う産業廃棄物の埋立処分又は海洋投入処分に関する事項

【前年度（令和元年度）実績】

①現状

(これまでに実施した取組）

【目標】

’
’＊別紙4「産業廃棄物の排出量及び委託量の

②計画

産業廃棄物の種類

自ら埋立処分又は

海洋投入処分を行う

産業廃棄物の量

別紙4
－

(今後実施する予定の取組）

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

t

現状と計画」

別紙4
－

t



②計画

P，

※事務処理欄

倖、

(第5面）

【目標】＊別紙4「産業廃棄物の排出量及び委託量の現状と計画」

産業廃棄物の種類

全処理委託量

優良認定処理業者への

処理委託量

再生利用業者への

処理委託量

認定熱回収業者への

処理委託量

認定熱回収業者以外の

熱回収を行う業者への

処理委託量

別紙4
－

(今後実施する予定の取組）

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

処理委託施設の定期的な視察の実施､二次処理先､再生委託先の把握、

及び最終処分先の確認（継続実施）を行う。
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(第6面）

備考

1前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上の事業場ごとに1枚作成すること。

2当該年度の6月30日までに提出すること。

3「当該事業場において現に行っている事業に関する事項」の欄は、以下に従って記入すること。

(1)①欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。

(2)②欄には、製造業の場合における製造品出荷額（前年度実績)、建設業の場合における元請完成

工事高（前年度実績)、医療機関の場合における病床数（前年度末時点）等の業種に応じ事業規

模が分かるような前年度の実績を記入すること。

(3)④欄には、当該事業場において生ずる産業廃棄物についての発生から最終処分が終了するまで

の一連の処理の工程（当該処理を委託する場合は、委託の内容を含む｡）を記入すること。

4「自ら行う産業廃棄物の中間処理に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、自ら中

間処理を行うに際して熱回収を行った場合における熱回収を行った産業廃棄物の量と、自ら中間

処理を行うことによって減量した量について、前年度の実績、目標及び取組を記入すること。

5「産業廃棄物の処理の委託に関する事項」の欄には、産業廃棄物の種類ごとに、全処理委託量

を記入するほか、その内数として、優良認定処理業者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行

令第6条の11第2号に該当する者）への処理委託量、処理業者への再生利用委託量、認定熱回収

施設設置者（廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者）であ

る処理業者への焼却処理委託量及び認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者

への焼却処理委託量について、前年度実績、目標及び取組を記入すること。

6それぞれの欄に記入すべき事項の全てを記入することができないときは、当該欄に「別紙のと

おり」と記入し、当該欄に記入すべき内容を記入した別紙を添付すること。また、産業廃棄物の

種類が3以上あるときは、前年度実績及び目標の欄に「別紙のとおり」と記入し、当該欄に記入

すべき内容を記入した別紙を添付すること。また､それぞれの欄に記入すべき事項がないときは、

「－」を記入すること。

7※欄は記入しないこと。



環境管理推進体制と担当者の役割
’

1．環境管理推進体制 2012年7月改訂
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本社関連部署部署の役割に応じ
各部門の活動を支援
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2.担当者の役割

環境管理を適正に推進するために、支店、営業所、工事事務所（現場）等における関係

者の責務と役割を明確にした社内管理体制を以下に示す。

（1）総括環境管理者(社長任命）
役割

環境管理計画書の審査

環境関連通知事項の周知・徹底

重要問題発生時の社内報告・対応

環境管理パトロールの定期的実施

法及び条例の特定の確認

諸官庁等提出書類の審査及び提出

（2）統括環境管理者(支店長任命､原則所長）

役割

環境保全に関する所長方針の策定

環境関連通知事項の周知・徹底

環境管理計画書の作成と管理業務内容の確立

環境管理計画書の所内教育の実施

緊急事態体制と連絡網の確立

緊急事態訓練の実施

緊急事態発生時の対応

現場内環境管理パトロールの実施

処理業者の選定と委託契約の締結

諸官庁等提出書類の作成

（3）環境管理者(支店長任命､所長の補佐）

役 割

環境管理計画書に沿った管理業務遂行

マニフェストの交付と処理伝票管理

新規入場者教育時に環境保全教育の実施

土木工事管理要領（土木）、KTMS苦情処理実施

要領（建築）に基づく適切な苦情処理対応・報告

建設副産物を売却又は有効利用する場合の適正処

理

廃棄物処理責任者、副産物利用促進責任者を兼任

諸官庁への届出書類報告

許可証事前確認

要点

工事開始時、計画変更時

法の遵守

本支店関連部署との連携

現場指導・評価

関係官庁からの指導

要点

環境目的・目標の決定

法の遵守

工事開始時、計画変更時

転入社員、契約社員、JV構成員

緊急事態対応記録

緊急事態対応計画作成

建設公害関係速報

苦情､法違反の有無と対応措置

支店登録現地確認

要点

環境管理実施記録

A、B2、D，E票回収・照合・記録

｢必要資格確認シート」

｢環境情報フオローシート」（土木）

｢苦情・調査依頼・相談受付票」「苦

情・調査依頼・相談報告書」（建築）

｢資材再利用等に関する覚書」

｢リサイクル伝票」

諸届出の実施

処分場所の確認

(4)環境推進員(支店長任命､営業所)(支店によっては置かない場合もある）
役 割 要点

支店及び管内現場の連絡調整 環境情報（本支店現場間）の周知

定例環境委員会の開催 月1回所長会等

県条例（市町村含む）の調査・周知 上乗せ基準

廃棄物処理状況の報告 調査評価

管内現場の環境パトロール 現場間格差是正

参一2



へ

へ

別紙 2

10ゼロエミッション活動
’

建設業は、国内の資源利用の3割強を、また産業廃棄物発生量の2割を占めており、循環

型社会の構築は、建設業の使命である。

従来型の「大量投入・大量廃棄」型の生産方式から一歩踏み出して、「生産性向上」と「環

境負荷低減」の両立を目指して、資源の有効利用、副産物の発生抑制やリサイクルを促進す

るゼロエミッション活動に取り組むことが重要である。

1．ゼロエミッションとは

1994年に国連大学が提唱した概念で､経済活動により発生したあらゆる副産物を有効活用

し、資源を循環させることにより廃棄物の最終処分量（埋立）を限りなくゼロに近づけるこ

とをいう。下に建設業におけるゼロエミッションの概念を示す。

《ゼ嵐ヱミッシ斑ン鯵篭念》

薦篭材を漢う
《グリーン識遼》

…

①発生抑制=Reduce…ゴミになるものをなるべく現場に持込まない。

現場でなるべくゴミを発生させない。

・工場生産化（プレカット、PCa化、プレファブ化等）

・システム型枠、打ち込み型枠等

.省梱包、無梱包化

②再使用=Reuse…不要になったものでも、できるだけ繰り返し使う。

・リターナブル容器の採用等

③再生利用=Recycle…繰り返し使えないものは、再生材として利用する。

・マテリアルリサイクル（製品原料として利用）

・サーマルリサイクル（熱源として利用）

Reduce、Reuse、Recycleを「3R」といい、①→②→③の優先順位で検討する。

図－1ゼロエミッションの概念

10－1



2.鹿島におけるゼロエミッション

建設副産物の発生量は、士木・建築別、さらには工種や建物用途などによっても大きく異なり、

最終処分量も大きな差がある。そこで鹿島では、発生する副産物総量のうち、どれだけの量が最終

処分（埋立て）されたかという「最終処分率」を管理指標とし、全社共通の目標を設定している。

■鹿島環境ビジョン：トリプルZero2050

建設廃棄物のゼロエミッション化とともに、サステナブル資材の活用、

建造物の長寿命化により建設事業での"ZeroWaste"を目指す。

■鹿島環境ビジョン：ターゲット2030

建設廃棄物の最終処分率0％を目指す。

■鹿島環境中期目標（2018～2020年度）

建設廃棄物の最終処分率3％未満（汚泥含む）

3.ゼロエミッション達成のためのステップ
へ

、

識

Ｉ

Ｃ

碑

」

冷

識

10

フィードバック(評価）
･運用･達成状況を評価し､改
善につなげる。へ

‐園-…

チェック
9

『・パトロール等､日々のチェック

をもとに月次の実績集計を行う

/発生抑制 4

礒ずは副蘆物を講生…蟇いことが大切！

/蒔靭硫翫羅雷5
・メーカーリサイクル施設の

瀞・中間処理施設の処理方法の

と分別品目の検討。

6

P,a"
10月発行パンフレット

分別画収集計画
応じた分別方法やヤー

容器等の検討。』

･工程に

ド､収集

2007~

｢ゼロエミッションに取り組もう」より

10－2



声、

戸、

＜ステップ1＞所長が明確な決意を表明する

建設工事では、膨大な種類の資材が投入され、様々な職種の作業員が従事している上、一

品生産であり現場毎に副産物処理に関する条件が異なる。従ってゼロエミッションを推進す

るには、社員・作業員全員が意識を共有することが重要であり、そのためには現場所長によ

る明確な決意表明が必要となる。

＜ステップ2＞組織体制づくり

所長の決意表明を受け、ゼロエミッション責任者・担当者を現場所員からだけではなく、

職長会（別途業者含む）からも選任し、ゼロエミッション推進組織を運営する。（職長会活

動として、環境活動に取り組む）

環境統括責任者所長
現場全体でゼロエミッションを推進する！

職長会

廃棄物処理業者

図－2組織体制の例

＜ステップ3＞廃棄物の発生を予測する

工事期間中のどの段階でどのような廃棄物が発生するか、また大量に発生する廃棄物は何

かを検討する。これにより対策が必要な時期及び重点的に対策を講ずべき廃棄物が明確にな

る。

＜ステップ4＞廃棄物の発生自体を減らす方法を検討する

リサイクルを促進する以前に、まずは廃棄物を発生させない．発生を抑制することが重要

である。協力会社、メーカーを交え、PCa化、省梱包化、ユニット化、プレカット化などの

発生抑制策を検討する。また、再使用可能なものは繰り返し使うよう心掛ける。

＜ステップ5＞リサイクル施設の確認及びリサイクル可能な資材を洗い出す

①メーカーリサイクル施設の確認

近年､端材を引き取りリサイクルする仕組みを整備しているメーカーが急速に増えてきて

いる。10-15頁「資材メーカーのリサイクル対応状況一覧」を参照して、採用の可否を検

討する。

10－3



②中間処理施設の処理方法の確認と分別品目の検討

建設廃棄物処理委託契約書の｢丙での中間処理後の最終処分先｣を確認し、リサイクルされ

ている品目を把握したうえで処理施設のリサイクルルートに適合した分別品目を検討す

る。最終処分率を低減するためには、多くの品目をリサイクルしている処理業者を選定す

ることが重要となる。

※混合廃棄物は選別が困難であるためリサイクル率が非常に悪くなる｡最終処分量を減ら

すには、混合廃棄物を出来るだけ出さないことが重要である‘

リサイクル可能な分別品目を増やし、混合廃棄物を出さない工夫が必要となる。

＜ステップ6＞リサイクル計画に応じた分別計画・収集計画を立案する

①施工段階（工程）に応じた分別方法の検討

躯体工事と仕上工事では発生する副産物の種類や量が大きく異なるため､施工段階に応じ

た分別方法を検討し、効率良く集積容器を設置する計画とする。

②施工段階（工程）に応じた集積ヤードの検討

確保できるスペースや､作業の優先順位により集積ヤードの形状は異なってくる。現場の

戸、

状況に応じ、適切な集積ヤードを検討する。

表－1集積ヤードの配置例

倖、

集者日

粟者c

※大規模現場では生産性の向上をねらい､搬入･搬出を総合的に管理し効率を上げる｢掲重センター｣の活用事例が増えている

10-4

ヤード配湿 特徴

集
積
型

■1箇所の集積ヤードで管理

N階
凸

Ｇ
●

2階

l陪 、
L…

qf"D一 一

q型、-－

“画、一一一

･ヤードが1箇所なので管理しやすい

･多くの現場で採用され馴染みやすい

･運搬経路が長くなる

･廃棄物が作業塙所に放置されやすい

･混廃コンテナを設置すると分別が不徹底に

なりがち

分
散
型

砿

2階

1階

ロア毎､エリア毎に分散して集積ヤードを設置

･採用事例は少ない

･運搬経路が短い

･回収時にエ事用EVの活用が必要

･回収に時間が掛かる

･分散しているため目が行き届きにくい

･収集(揚重)方法の検肘が不可欠

個
別
型

■業者毎に集積ヤードを設髄

平面図

･メーカーリサイクルに多く採用

･責任の所在が明確

･分別の徹底が図りやすい

･集積容器が多数必要



③集積容器の検討

集積ヤードの計画及び揚重計画、各集積容器のメリット・デメリットを勘案し、現場で採

用する集積容器を選定する。

※特に混合廃棄物の集積容器を容量の大きなコンテナにすると､分別が疎かになる恐れが

あるため極力避ける。また作業員の動線を考慮し、重いものから軽いものという順番、

かつ最後に混合廃棄物の分別容器を配置すると分別が促進されやすい。

表－2集積容器の種類と特徴

■
－ 串 －－－－－一~

メッシュパレッI卜フレコン(トン袋）
”，、一二－‐，ゴー

■大きさ

1000*1000*1000

■メリット

･多品目の分別向き

･異物混入見つけ易い

■デメリット

･空隙が発生し易い

．搬出積込に時間が掛かる

．容量が小さく多量発生品目に不向き

■搬出:ダンプ

■大きさ

フレコン:1000*1000*1000

バﾚｯﾄ:1240*1000*1000翻腸髭…
■メリット

･多品目の分別向き

･搬出が容易で早い

■デメリット

･空隙が発生し易い

.混入異物の摘出が困難一

･重量物には適さない

．容量が小さく多量発生品目には不向き

■搬出:クレーン付きﾄラック

へ

‘－‐再マー画面一一一一－一一二一一.L二二=一一二凸一瞬

鴬 作りヤード手シャッターコンテナ
壬

一 』 . 一 一 口 . 一 頭 . _

■大きさ

1814*1814*2050

■メリット

■メリット

･自由な設計が可能

･大量の集積が可能

■デメリット

･見栄えが悪くなる恐れ

･搬出積込に時間が掛かる

．内容物が見えないた

め､分別が不徹底に

なりやすい

■搬出:ダンプ

一

胸

汚

．

心

醒

閣

仇

埠

進

睡

毒

却

Ｆ

ｒ

艸

罫

隅

幽

醗

咄

印

‐

、

」

叩

‐

酬

吟

，

く

．

跡

提

げ

碍

睦

毎

審

砂

足

げ

ｆ

勘

･火災防止

､6,3までストック可能

･集積時間制御が可能

･保管物が水に濡れない

■デメリット

･フレコンやﾒｯｼｭパレットよりも設置スペースが

必要
へ

･搬出積込に時間が掛かる

■搬出:ダンプ

容濯

ー一一一一一ﾜー~

蕊驚蝿凝2tコンテナ（ 積4m3) 4tｺンテナ（容積6.8m3)

■大きさ

内寸:850*1450*2860

外寸:925*1600*2915

■メリット

･大量の集積が可能

･搬出が早い

■デメリット

･スペースの確保が必要

･混廃コンテナの設置は､資源物の安易な

投棄を招きやすい

．内容物が見えないため､分別が不徹底に
なりやすい

■搬出:コンテナ

■大きさ

6m3

内寸;1000*1700*3600

外寸;1520*1806*3750

8m3

内寸:1170*1900*3600

外寸;1520*2200*4000

■メリット

同左

■デメリット

同左

■搬出:コンテナ
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④回収運搬車輌の検討

集積ヤードの計画では、回収容器の大きさのほか、回収運搬車輌の大きさも検討する必要

がある。回収・積込時の必要な作業スペース・高さについても確認する。

＜ステップ7＞計画に基づいて実施・運用する

立案した計画に基づき、ゼロエミッション活動を推進・運用する。

計画通りにいかない部分の見直しを次ステップで検討する。

＜ステップ8＞ゼロエミッションへの意識を高める教育を実施する

①組織で行う教育

送り出し教育､新規入場者教育において、ゼロエミッションの内容を盛り込んだ指導を行

う。また安全大会や災害防止協議会を活用した教育のほか､標語の募集やゼロエミッショ

ン週間､職長会環境パトロール等の各種イベントを通してゼロエミッション達成に向けた

意識啓発を図る。

②現場事務所でのゼロエミッション活動

まずは自分たちにできることから実践する。事業系一般廃棄物の分別徹底から、紙コップ

や割り箸使用の禁止、コピー紙の裏紙利用等、身近にできる活動を実践する。

へ

･事例紹介

①朝礼広場に分別看板を掲示して

作業員に対して分別品目を分かり
やすくする工夫

②ゼロエミステーションの設置例

1m3のメッシュボックス(キャスター
付)を活用した事例

事例紹介．

画③副
〃
＆
一
垂

③わからない物ボックスの設置

分別が判ちないもの専用のボックスを設置し、

定期的に処理業者に分別の判断を依頼。

分別方法を作業員にフィードバックし､分別
精度の向上を図った･

へ

鰡

言蓋④職長会での環境パトロール事例
職長会パトロールを活用して、全員参加で
ゼロエミッションの意識高揚と分別精度の確認
を行った。

一

＜ステップ9＞チェック

職長会環境パトロールや日常管理を通じて、計画した活動の実施状況を確認する。また、

環境情報システムへ副産物の処理実績を入力し、計画と実績を対比させて確認する。

＜ステップ10＞活動状況や処理実績を基にフィードバックする

ステップ9でチェックした活動の実施状況や処理実績データを評価し、計画と乖離してい

る場合にはその要因を掘り下げて分析した上で、計画の修正や活動の改善を行う。
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～ゼロエミッションの取組み事例①【建築工事】～

横浜支店・県立がんセンター重粒子線JV工事事務所は、平成26年度3R推進功労者等表彰の

国士交通大臣賞受賞を受賞した。当工事は、3,710tのコンガラと40tの木くず発生を抑制した。

③』①地盤改良時のコンガラ発生量のゼロ実現
テノコラム新工法の発案〈特許申請中）

』

鐙

吟
＝＝一再＝ 再一一

‘2
1蝿
。

施工地盤面を床付け高さより深くして､地盤改良

を行なった。

＝従来の余盛部の斫り作業がなくなり､コンガラ
3,710t分の排出をゼロにした。

必
要
な
畏
さ制

床付け高さ上部は杭の強度が安定し

にくい。

＝あえて必要長さ以上に改良を行い、
できた余盛り部を斫って撤去していた。

従来の工法では余盛りとみなされる

部分に､再度改良剤を必要量混ぜて、

バックホウ等で所定の巌付け高さに
仕上げた。

③。

③【含菰製緯〕 砂【ﾆﾕーﾌｴ．-デｯｷ】
②鋼製型枠の使用による木くず排出削減
ニューフェローヂツキの連続使溺(特許申請中）へ

雲霧
同デッキがスラブの根太の役割りを果たし､ス

ラブ下端材のスペーサーも兼用。

＝同デッキを残置することにより､従来の合板

型枠を使用時に発生する木くずを40t抑制
今 ﾄラ

一根太の役割を果たす

＝スラブ鉄筋のスペー
サーも兼用

－スラブを下側から

支える役割

|木ぐずとして処分
1－巳一

鋼製型枠にして残霞
＝木ぐずの排出抑制＜問題点＞

同デッキを連続使用した場合､デッキ間のジョ

イント部に隙間ができ､コンクリート漏れ等が生
じる可能性があった。

’菱 ＞

＜問題点＞

遮績使爵したとき､隙間が開く＜解決策＞

鋼製型枠も荷重を借り受けする支保工を設け
て､巾の広い大引材の上に合板を敷き､その

上にT型に加工した目地材(鋼材)を取り付ける
ことで隙間をなくした。 、_ノ

へ

’
③支保工への四角支柱使用による仮設材使
用量の削減

壁や床スラブ厚さ1～3mという重量のある建

物の支保工に､一本あたりの支持力が大き

い四角支柱を採用した。

＝仮設材刀'5tを削減。 今
④その他リサイクルの推進
石奮ボードの広域認定制度を活用など。

＞

5,1t/本

20t/本

＝約4倍！

、／ 、

【3R推進功労者等表彰とは】3R推進協議会※が主体となり、ゼロエミ活動に率先して取組み、

継続的な活動を通じて顕著な実績をあげている個人・グループ。事業所を表彰する制度。

※過去の受賞内容等:http:"aiima-&011r"jiw､翁.co.jP/divisionisead/1mnkyo/3hwardl3r/index.html
、 ‐ノ

／

※3R推進協議会…国交省・環境省・経産省等の7省庁の他、自治体・産業界等、多くの主体が連携して3Rの普

及・啓発を推進するために設立された団体
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⑧ 【3sシステム】

｡支保工間隔が狭い

愚部材が多い



～ゼロエミッションの取組み事例②【土木工事】～

東京土木支店・東京外環自動車道国分工事特定建設工事共同企業体は、平成28年度3R推進

功労者等表彰の国土交通大臣賞を受賞した。当工事はコンクリート使用量を93,000㎡、掘削士

発生量を22,600㎡縮減した。

①本体構造物の合理化設計によるコンクリート及び掘削土量の縮減

軽量埋土使用等により上載荷重を低減することでコンクリート躯体の部材厚縮減を図り、コンクリート数量を

93,000m3、また土留壁面まで躯体を構築することで掘削土量を22,600m3縮減した。

普遥埋土
議裟善遥壌土
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一
一

露
驚
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今
露

嘩
一

土､湿 錘
へ

ド401"執，鍵

②仮設構造物の合理化設計による使用仮設材料の縮減

山留壁の高剛性化､切梁段数の合理化により、使用する鋼材を282t縮減した。
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関西支店・大和川シールドJV工事事務所（阪神高速道路株式会社と連名）も、同賞を受賞し

た。当工事は、掘削土発生量を5,600㎡、汚泥処分量を15,200㎡縮減した。
へ

①セグメントの縮径により掘削土量を縮減

掘削土を埋立土として再利用（個

別指定）するほか、セグメント

外径を70mm縮径することにより

掘削土量を5,600m3縮減した。

＜一一外径12.23m－う＜-----外篠12.3m---->

②掘削汚泥を路下埋戻し材として再利用し汚泥排出量を縮減

15,200m3のシールド掘削汚泥を、トンネル内の路下埋戻しに用いる流動化処理土の主要材料として再利用した。
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4.分別品目

「3.ゼロエミッション達成のためのステップ」でも示したとおり、「分別品目」をどのように

決定するかが、ゼロエミッション達成を左右する重要な要素となる。

分別品目の決定は、いずれの処理業者（あるいはメーカー）に処理を委託するか、処理業

者毎の処理方法によって大きく異なるが、以下に一般的な分別品目の例と、分別を行う根

拠・留意事項を整理した。

※いずれの品目も、処理施設での受入条件（汚れの程度、大きさ、性状等）に合致した分別

精度の確保を図る。

なお、コンクリートガラ・アスファルトガラ・木ぐず・段ボール・スクラップ・紙くず．

亮プラスチック類・石膏ボードについては、分別を必須とする。

分別・内容物の表示が確実にで注）スペースに余裕がない。少量しか発生しない等の場合、分別・内容物の表示が確実にで

きていれば土嚢袋での分別・保管も可。

※石膏ボード･ALC・シーリング容器については、極力メーカーリサイクルを採用するこ

と。

表－3一般的な分別品目例

/一、

P，

｢10-15頁」を参照のこと。※メーカーリサイクルの詳細・必要手続については、

《奥一種二言害一二三君･･領賦G負もも＝『?衣､歩-宙■-町一一Zn｡．、｡．-気＝
D■一p

建設廃棄物処理委託契約書の3ページ目に､中間処

理後の最終処分(再生を含む)先が記載されている。

I、Ⅱの品目がリサイクルされるもの。

※「9-20頁」を参照のこと。

P
/ー
、－
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分翻晶日 分麺桓拠 働考(施段透定時の留愈事項等）

分
別
が
必
裂

コンクリートガラ

アスファルトガラ

木くず

段ボール

スクラップ

紙くず

廃プラスチック知

石膏ボード

＜メーカーリサイクル《以下､MR)以外＞

建股リサイクル法対応

建股リサイクル法対応

建設リサイクル法対応

専門案君対応

処理コスト軽減

専門集者対応

処理ｺｽﾄ軽減

礎生量多い

鎚牛量多い

畢牛且多い

邇正処理の観点

再賀浬化施設(再生砕石･再生砂のリサイクル)の利用

再資諏化施般(再生アスファルト混合物)の利用

再資諏化飽股(パーティクルポード･チップ原料)の利用
単純焼却は原則不可

バイオマス発、の冊要が伸びており.処理コストが低減

リサイクル専門案者を利用

分別保管時の水瀦れ防止対箪が必要

リサイクル専門案者を利用

単純焼却ではなく､リサイクル(マテリアル･サーマル)ルートを持つ処理集

巷を避定することが圃要

従来の埋め立て処理ではなく､セメントやRPFといったリサイクルルートを侍
つ処理察者を週定することが亙要

R坪であれば紐ぐずとの混合でも可

メーカーが受け入れないボードでも､混合廃棄物に入れると安定型廃棄粕

の選別が困醜になるため､必ず分別する．

優
先
的
に
検
肘
す
べ
き
品
目

理舎塵嚢物

一瞬塵変物(弁当ガラ･事猫所紙など）

石膏ボード＜MR＞

ALC＜MR＞

シーリング容器くMR＞

上埋分別品目以外

貯可上および処理堪の問題

排出量多い

分別容易

マテリアルリサイクル

収婁迩鍵･処分無料

マテリアルリサイクル

処理業者がリサイクルルートを持たない墹合は.分別品目も含めて湿合廃

棄物として排出する

容易に腐敗し､貯可上も処理能力的にも､通常産廃菓者では処理困醗

吉野石膏･チヨダウーテエ増は全国各地に広く分布

分別保管時に水渇れ防止対策が必要

ｸﾘオン､件友金匝シポレックス､旭化成建材ともに対応可能

前田製作所(横浜ゴム､ハマタイト)限定

地
城
・
敬
丑
等
に
よ
っ
て
は
検
肘
す
べ
き
品
目

ユニットバス梱包材くMR＞

グラスウール＜MR＞

ケイカル榎くMR＞

ロックウール＜MR＞

岩縄吸音板くMR＞

硬質壇ビ管

晒線くず

ケーブルドラム

パレット

分別比較的容易

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクル

分別容易

マテリアルリサイクル

分別容易

マテリアルリサイクル

ﾘユース

ﾘユース

l1Yw1哩定現状はつくば工堀のみ対応可

旭ファイバーグラス､マググルーブ､パラマウント硝子工集

日本インシュレーション､エーァンドエーマテリアル､神島化学工集

ニチアス､JFEロックファイバーなど

大廻玉露

塩ビ管のリサイクル瞳鰻は吐睡的全国に広く分布
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5.副産物の種類とﾘｻｲｸﾙ･処分方法一覧表

･再使用をまず検討し、次に再資源化、最後の手段として処分を考える。

､この表は主として新築工事から発生する副産物を対象としている。解体工事から発生する副産

物については「11章解体･リニューアル対策」参照のこと。

【凡例】手続欄の「A」～「F｣：「6.副産物の分類と手続き一覧」参照

「※」：現場内でも取り組める手段

「R1｣:資源有効利用促進法の指定副産物

「R2｣:建設リサイクル法の特定建設資材廃棄物

P，

侭、
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区分 種類 内容 再使用 手続 再資源化 手続 処分 手続

現
場
内
発
生
副
産
物

発牛士R1

汚泥

コンクリート

がらR2

アスファルト・

コンクリート

がらR2

木くずR2

金属くず
(スクラッカ

ガラス〈ず
タイル〈ず

砂・砂利

掘削土

地盤改良±

杭･SMW泥水

シールド汚泥

泥状の掘削土
粉末状セメント

ベントナイト泥水

はつりがら・残コン

固化したセメント

アスファルト舗装の解体が
ら

CBくず

型枠材

足場材・バタ角

解体木くず
梱包材
パーテイクルボード

伐採材、抜根材

鉄骨鉄筋くず

金属加工くず
金属型枠
ファスナー金物類

番線･IGS･パイプ
ダクト雑材
スチールサッシ

ダンパ・配管くず類

電線類

石膏ボード

岩綿吸音板・AIC

ロックウール保温材

グラスウール保温材

耐火被覆くず
(ロックウール吹付）

ケイカル板くず

れんが・石類

衛生陶器類、タイル

埋戻し土※

造成材

埋戻し材※

(自ら利用）

ベ/ﾄﾅﾝfi泥水

路上再生工法

型枠再使用※
(転用）

再吹付け※

Ｅ
Ｆ

F

E

，

F

改質
・造成材※

再生

・流動化土※

・焼成砂

・セメント原燃料

･ベントナイト泥水

破砕

・再生砕石※

破砕
・再生アスコン※

破砕

･製紙用チップ
･ボード用チップ

･燃料用チップ

･たい肥用チップ※

･マルチング用チップ※

再生

･電炉鋼

･再生銅

再生

･土壌改良材

メーカーリサイクル

メーカーリサイクル

メーカーリサイクル

Ａ
Ｅ
Ｆ

Ａ
Ｅ
Ｆ

A

A

Ａ
Ｆ

B

B

A

C

C

跡
尿 日乾燥

※

焼却

破砕

圧縮※1

破砕

A･

A

A

A

A
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区分 種類 具体的内容 再使用 手続 再資源化 手続 処分 手続

現
場
内
発
生
副
産
物

廃プラスチック類

段ボール

紙くず

繊維くず

混合塵棄物

廃油
有機溶剤

養生ｼー ﾄ・梱包ﾋ゙ ﾆー ﾙ
養生残材

魎線被覆くず
樹脂製梱包材（シー
ト・バンド・袋鋤

発泡ウレタン

プレート類
タイルカーペット

長尺ｼー ﾄ・Pﾀｲﾙ廃材

塩ビ管

塩ビ床シート

発泡スチロール

発泡ポリスチレン

梱包材

マスキングテープ類

紙ｸﾛｽ･紙袋･梱包紙類
ボイド

水糸類

布テープ類
布クロス

ウエス類

コンクリートがら～繊

維くずの分別困難なも
の

塗料・シンナー類
プライマー・防水材
配管切削油

油含みウエス
重機の潤滑油・軽油

接着剤・ﾌｽﾌｧﾙﾄ類

養生・梱包材※

･RPF

･セメント原燃料

･高炉還元材

･ペレット化

･軽量骨材

･セメント

･高炉還元

燃料

･セメント原燃料

･高炉還元材

再生

メーカーリサイクル

再生

・再生油

･セメント原燃料

再生

・再生段ボール

･RPF

･セメント原燃料

･セメント原燃料

再生
･再生油

A

A

A

B

･C

A

B

A

A

A

破砕

縮
融

圧
溶

癖
謡

癖
識

癖
癖

※1

焼却

焼却

焼却

選別

焼却

油水分離

A

A

A

A

A

A

A

A

事
務
所

詰
所
内
発
生
副
産
物

金属くず
(スクラップ）

廃プラスチック類

紙くず

段ボール

その他ゴミ

飲料缶

ペットボトル

弁当ガラ

不要瞥類・コピー類
梱包紙

新聞紙・雑誌類

梱包材

籠ゴミ

家具・備品類
タバコの吸いがら

裏面使用※

梱包材※

再生

･再生アルミ

･棒鋼・ブリキ

再生

再生
・コピー紙

・ﾄｲﾚｯﾄへゞ－ﾊ‘一
ー、

。Tｲﾂｿｭ
Ge

ヘーハー

再生
･再生段ボール

B

B

B

醗
癖

清掃工場にて

焼却

清掃工場にて
焼却

清掃

焼却

工場にて
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別紙3

12資材調達

1．グリーン調達

建設分野における「グリーン調達」とは、建造物の構築時、建物運用時及び解体時に

おいて環境負荷の小さい資材、工法、技術を優先的に採用することをいう。

具体的には、再資源化が容易であり廃棄時の処理が容易な資材の調達、エネルギー消

費が少なく有害物の放出の少ない重機や工法の採用等である。

(1)当社におけるグリーン調達

2001年9月に「鹿島グリーン調達指針」を制定し、設計～施工の各段階で実施すべき

活動内容を規定している。

また、2013年に策定した環境ビジョン：トリプルZero2050では、2030年目標（ター

ゲット2030）として「主要資材*の再生材利用率60％以上」を掲げている。これらの主

要資材の総使用量と再生材利用率は、毎年社外公開ホームページの「環境データ集」で

公開している。

＊主要資材：鋼材、砕石、アスファルト、セメント、生コンクリート

また、建築設計においては、グリーン調達4品目以上提案することを環境目標で義務

付けている。

(2)グリーン關達品目について

グリーン調達品目の選定根拠として、

①CO2削減効果（製造時・運用時）が大きい

②建設現場での取扱量が多い

③品質面・コスト面で従来品と同等である

④現場からの提案で採用が容易である

⑤採用実績の集計が容易である

といった条件を総合的に勘案して下記に示すグリーン調達品目を選定した。このリスト

はグリーン購入法に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の「公共工事」

部分を反映して毎年更新されており、グリーン調達の提案時に参照されたい。

■庁KARISMA･NET(環境)→「さらなる環境管理活動｣→「グリーン調達｣に掲載

(3)現場で実施すべき事項

①採用品目の検討

設計図書の中からグリーン調達品目に該当するものを抽出するとともに、コスト・品

質・納期等を勘案し、採用できる可能性がある品目を検討する。

②積極的な採用提案

選定した品目について、発注者及び設計者・工事監理者に対し提案する。
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③実績入力

土砂、砕石、加熱アスファルトに関しては、すべての搬入材(バージン材、再生材)につ

いて現場が使用量を集計して、竣工までに環境情報システムに入力する。

(4)支店で実施すべき事項

①計画審査･指導

現場の作成した（総合）施工計画書を確認し、必要な指導・助言・情報提供を行う。

②現場の実績入力状況の監視

現場の環境情報システムへの入力状況を監視し､入力漏れ･入力ミスをチェックし、

必要な指導を行う。

③主要資材の実績入力

資材調達担当部署は、グリーン調達品目に該当する主要資材（鋼材・セメント・生

コン）の調達実績を購買実績管理システムに入力する。

■億く参考〉鹿島グリーン調達指針、グリーン調達品目リスト
KARISMA･NET(環境)→「さらなる環境管理活動」→「グリーン調達」

http://kaiima-&11.kajima.coip/division/sead/kankvo/3/index.html

2.新増築工事における石綿等の使用禁止等について

(1)輸入建材使用時の対応(石綿）

「11章解体･リニューアル対策｣に記載したように、日本においては段階的な法規制を

経て2006年9月以降は、0．1重量％を超えて石綿を含有する製品の製造・使用・輸入が

全面的に禁止されているが、中国・タイ・ベトナム等においては、石綿使用が全面的に

は禁止されていない。日本では輸入も禁止されているが、輸入元がどの程度のチェック

をしているかは不明であることから、 」入資材ハド鉢を便

用する際は で

あることを確認すること。

(2)石綿不含証明を求められた場合の対応

当社の竣工物件について、発注者から石綿含有建材が使用されていないことの証明を

求められるケースがあるが、規制が段階的に行われてきたこともあり、建築物等への石

綿の非含有を証明することは非常に困難である。このため、このようなケースにおいて

発注者に提出する書式（｢石綿含有建材不使用報告書」または「石綿含有建材に係る報告

書｣）を定めたので、発注者に対して、当社としてはこれらの書式しか提出できないこと

を説明すること。

【参照】

「輸入資材使用時の石綿非含有確認の徹底について」安内第6号他2011年4月6日

http:"www.net・kaiima.co.ir/division/gnkan/tuutatull5/annai/anO6.pdf
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産業廃棄物の排出量及び委託量の現状と計画

産業廃棄物の排出の抑制
に関する事項

産業廃棄物の処理の委託に関する事項

②計画
【目標】

①現状
【前年度実績】

①現状
【前年度実績】

②計画
【目標】産業廃棄物の

種類
認定熱回収業
者以外の熱回
収を行う業者
への処理委託
量

認定熱回収業
者以外の熱回
収を行う業者
への処理委託
量

再生利用業者
への処理委託
量

認定熱回収業
者への処理委
託量

優良認定処理
業者への処理
委託量

再生利用業者
への処理委託
量

認定熱回収業
者への処理委
託量

優良認定処理
業者への処理
委託量

全処理委託量排出量排出量 全処理委託量
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